
議案第８７号 

 

   土地改良事業（集落基盤整備事業鯖江第３地区）の施行について 

 

 土地改良事業（集落基盤整備事業鯖江第３地区）を次のとおり施行する。 

 

  令和７年１１月２６日提出 

 

 

                       鯖江市長  佐々木 勝 久 

 

 

１ 事 業 名   集落基盤整備事業鯖江第３地区 

２ 事業の概要   農業用用排水施設整備・農業用道路整備 

３ 事 業 費   ４９８，５００，０００円 

４ 事 業 期 間   令和８年度から令和１３年度まで 

 

 

提案理由 

土地改良事業により、老朽化した農業用用排水路の改修および農業機械の大型化に伴

う農道の拡幅事業を行いたいので、土地改良法第９６条の２第２項の規定により、この案

を提出する。 




